
1/3 

○亀岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則 

平成17年3月29日 

規則第17号 

改正 令和3年4月1日規則第14号 

（趣旨） 

第1条 この規則は、亀岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成17年

亀岡市条例第4号。以下「条例」という。）の施行について、必要な事項を定めるものと

する。 

（指定管理者の募集） 

第2条 指定管理者の募集を行うときは、次に掲げる事項について公表するものとする。 

(1) 施設の概要 

(2) 申請することができる団体の資格 

(3) 申請を受け付ける期間 

(4) 選定の基準 

(5) 管理の基準 

(6) 管理業務の範囲 

(7) 利用料金に関する事項 

(8) 指定管理者に指定しようとする期間 

(9) その他市長が必要と認める事項 

（申請書） 

第3条 条例第2条の規則で定める申請書は、別記様式によるものとする。 

（添付書類） 

第4条 条例第2条の規則で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 公の施設の管理に係る事業計画書 

(2) 公の施設の管理に係る収支予算書 

(3) 当該団体の定款、寄付行為、規約その他これらに類する書類 

(4) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書 

(5) 当該団体の活動実績及び経営状況を記載した書類 

(6) その他市長が必要と認める書類 

（その他） 

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 
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附 則 

この規則は、平成17年4月1日から施行する。 

附 則（令和3年規則第14号） 

（施行期日） 

1 この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式（次項において「旧様式」と

いう。）により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。 

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕っ

て使用することができる。 



 

別記様式（第3条関係） 

（令3規則14・一部改正） 


